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行
政
・
人
権
相
談

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
行
政
に
対
す
る
意
見
や
要

望
、
ま
た
日
ご
ろ
生
活
す
る

上
で
の
困
り
事
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
内
容
の
相
談
を
受
け

る
た
め
の
行
政
相
談
と
人
権

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

七
月
の
相
談
日
は
次
の
と

お
り
で
す
。
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

■
七
月
十
日
（
木
）

■
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

■
鶴
田
町
国
際
交
流
会
館

一
階

１
０
２
会
議
室

◆
日
時

平
成
二
十
年
七
月
十
六
日
（
水
）

午
後
一
時
三
十
分
〜
四
時

◆
場
所

国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル

◆
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課

ま
ち
づ
く
り
班

（
内
線
２
６
１
）

※
ま
た
、
お
子
さ
ま
連
れ
で
も
出
席
し

や
す
い
よ
う
、
一
時
保
育
い
た
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

県
で
は
、
自
動
車
を
お
持
ち
の
皆
さ

ん
へ
六
月
三
日
に
自
動
車
税
納
税
通
知

書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
納納
税税
期期
限限
はは

六六
月月
三三
十十
日日
（（
月月
））
で
す
の
で
、
お
早

め
に
お
近
く
の
金
融
機
関
又
は
郵
便
局

な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
次
の
と
お
り
「
納
税
窓
口
の

休
日
開
設
と
時
間
延
長
」
を
行
い
ま
す

の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
休
日
開
設
及
び
時
間
延
長
の
日
時

六
月
二
十
八
日
（
土
）、
二
十
九
日
（

日
）
午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五
時
　

三
十
分
ま
で

六
月
二
十
三
日
（
月
）
〜
二
十
七
日

（
金
）、
六
月
三
十
日（
月
）

午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
八
時
ま
で
　

◆
問
い
合
わ
せ
先

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

℡
０
１
７
３
―
３
４
―
３
１
４
１

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
引

き
続
き
受
け
る
た
め
に
、
六
月
中
に
毎

年
「
現
状
届
」
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
を
し
な
い
と
六
月
以
降
の
手

日
ご
ろ
か
ら
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ご
理
解
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

洗
浄
機
の
電
気
保
安
点
検
の
た
め
、

全
町
が
次
の
と
お
り
断
水
と
な
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
日
時

七
月
三
日
（
木
）
午
後
十
一
時
四
十

五
分
〜
午
前
○
時
四
十
五
分

◆
問
い
合
わ
せ
先

建
設
整
備
課
　
上
下
水
道
班

（
内
線
２
８
３
）

女
性
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
ご
要
望

を
町
政
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
、
次
の
と

お
り
レ
デ
ィ
ー
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
今
年
度
よ
り
従
来
の

自
由
懇
談
の
ほ
か
に
、
ひ
と
つ
の
テ
ー

マ
に
沿
っ
た
懇
談
を
行
い
ま
す
。
今
年

度
の
テ
ー
マ
は
「
ゴ
ミ
減
量
の
取
り
組

み
」
で
す
。「
私
や
近
所
で
は
、
こ
う

い
う
こ
と
をt

し
て
い
る
」
な
ど
、
皆

さ
ん
の
声
を
求
め
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ご
意
見
・
ご
要
望
は
当
日
参

加
で
き
な
い
方
で
も
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
総
務
課
ま
で
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
場

合
は
、
支
給
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。
な
お
、
平
成
二
十
年
度

所
得
制
限
は
左
別
表
の
と
お
り
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
　
健
康
長
寿
班

（
内
線
１
３
６
）

今 税納の月

建
設
整
備
課

七
月
三
日
深
夜

全
町
断
水
し
ま
す

町
民
生
活
課

六
月
は
、
児
童
手
当

現
状
届
出
の
月
で
す

平成20年度所得制限限度額

厚生年金などの加入者の場合、
特例により以下の限度額が適用されます。

◎別表

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
（注1）所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある　

者についての限度額（所得額ベース）は上記の額に該当老人控除
対象配偶者又は老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。

（注2）扶養親族等が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、１人
につき38万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親
族であるときは44万円）を加算した額。

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

自
動
車
税
の
納
付
は

お
早
め
に
!!
納
税
窓
口

の
休
日
開
設
・
時
間
延
長

総
　
務
　
課

レ
デ
ィ
ー
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
開
催
し
ま
す

★納税相談、分納の手続　
きなどはお早めに
★納期限を忘れて督促を
受けないよう心掛けま
しょう

町・県民税
第１期

納期限6月30日（月）

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円）収入額の目安（万円）
０人 532.0 733.3
１人 570.0 775.6
２人 608.0 817.8
３人 646.0 860.0
４人 684.0 902.2
５人 722.0 944.4

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円）収入額の目安（万円）

０人 460.0 652.5
１人 498.0 695.6
２人 536.0 737.8
３人 574.0 780.0
４人 612.0 822.2
５人 650.0 864.4
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夕
ぐ
れ
窓
口

六
月
の
夕
ぐ
れ
窓
口
を
次

の
と
お
り
町
民
生
活
課
窓
口

で
開
設
し
ま
す
。

■
六
月
二
十
日
・
七
月
四
日

七
月
十
八
日

い
ず
れ
も
金
曜
日

■
午
後
五
時
十
五
分
〜
六
時

十
五
分

閉
庁
後
に
戸
籍
抄
本
・
謄

本
（
午
後
五
時
ま
で
に
電
話

で
の
申
し
込
み
が
必
要
）
や

印
鑑
証
明
書
、
住
民
票
が
必

要
な
方
、
町
に
対
す
る
苦
情

や
意
見
、
要
望
の
あ
る
方
は
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。

教
育
相
談
電
話

子
ど
も
の
悩
み
や
心
配
事

の
相
談
を
電
話
で
受
け
て
い

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

□
教
育
委
員
会

℡
２
２
―
２
１
１
１

内
線
２
１
０
・
２
５
０

■
月
〜
金
曜
日
　
午
前
八
時

三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
祭

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

４か月児健康診査
藺月　日　７月２日（水）
藺受　付　午後１時～１時10分
藺場　所　鶴遊館　　　　　
藺対　象　平成20年２月生まれ
10か月児健康診査
藺月　日　７月２日（水）
藺受　付　午後１時30分～１時40分
藺場　所　鶴遊館　　　　　　
藺対　象　平成19年８月生まれ
３歳児健康診査
藺月　日　７月９日（水）
藺受　付　正午～午後０時10分
藺場　所　鶴遊館　　　　　　
藺対　象　平成16年9・10・11月生まれ

※バスタオル・母子手帳を忘れずに
お持ちください。また、風邪などの
病気のあるお子さんは次回の健診を
受けられますので、事前に保健師ま
で連絡してください。

乳 幼 児
健康診査

藺月　日　７月22日（火）
藺受　付　午後１時～１時30分（当日

受け付け）
藺場　所　鶴遊館　　　　　
藺対　象　生後３か月～90か月未満　　

の乳幼児
※このワクチンは、90か月未満まで
に、２回接種して終了となります。
（41日以上の間隔をあけて２回接種）

全　　血
藺月　日　６月27日（金）
藺時　間　午前10時～午後４時まで
藺場　所　ルネサスハイコンポーネンツ
※町での成分献血はありません。

ポ リ オ

献　　血

自
動
車
事
故
で
重
度
の
後
遺
症
が

残
っ
た
方
や
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

ご
家
族
を
救
済
す
る
た
め
に
、
次
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
制
度

（
無
利
子
貸
付
）

◆
貸
付
金
額

一
時
金
　
十
五
万
五
千
円

月
々
　
二
万
円

◆
貸
付
要
件

市
町
村
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
均

等
割
の
み
課
税
等
　

◆
対
象
者

○
歳
〜
中
学
三
年
生
ま
で
の
お
子
さ
ま

◆
利
　
　
子
　
無
利
子
　

◆
返
済
方
法

割
賦
に
よ
る
二
十
年
以
内
の
均
等
払
　

い
※
高
校
や
大
学
へ
進
学
す
る
場
合
は
返
還

の
猶
予
あ
り
　
　

●
介
護
料
支
給
制
度

◆
受
給
資
格

自
動
車
事
故
に
よ
り
、
重
度
の
後
遺
　

障
害
が
残
っ
た
た
め
常
時
ま
た
は
随

時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

◆
支
給
額

月
額
　
二
万
九
千
二
百
九
十
円
〜
　

十
三
万
六
千
八
百
八
十
円

（
障
害
の
程
度
、
介
護
に
要
す
る
　

費
用
に
応
じ
て
支
給
）

●
東
北
療
護
セ
ン
タ
ー
入
院
施
設
の

ご
案
内 自

動
車
事
故
対
策
機
構

自
動
車
事
故
被
害
者
の

救
済
制
度
の
お
知
ら
せ

自
動
車
事
故
に
よ
り
、脳
を
損
傷
し
、

重
度
の
精
神
神
経
障
害
が
継
続
す
る
　

状
態
に
あ
り
治
療
お
よ
び
常
時
の
介

護
を
必
要
と
す
る
方
の
入
院
施
設
が

あ
り
ま
す
。

【
施
設
名
】

〒
９
８
２
―
０
０
１
２

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
四
丁
目
二

十
ノ
六

東
北
療
護
セ
ン
タ
ー

◆
問
い
合
わ
せ
先

自
動
車
事
故
対
策
機
構
青
森
支
所

℡
０
１
７
―
７
３
９
―
０
５
５
１
　
　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
な
ど

（
事
変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区
域
）

に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
従
事

さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦

お
よ
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
の
方

（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）
に
対

し
て
、
そ
の
ご
苦
労
に
報
い
る
た
め
内

閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
お

り
ま
す
。

請請
求求
期期
限限
はは
、、
平平
成成
二二
十十
一一
年年
三三
月月

三三
十十
一一
日日
まま
でで
でで
すす
。。

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
か
ら
の

ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

〒
１
０
０
―
８
９
２
６
　
東
京
都
千

代
田
区
霞
が
関
二
ノ
一
ノ
二

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室
業
務
担
当

℡
０
３
―
５
２
５
３
―
５
１
８
２

（
直
通
）

総
　
務
　
省

内
閣
総
理
大
臣
名
の

書
状
を
贈
呈
し
ま
す

宮様をお迎えして
青森県赤十字大会を開催
～赤十字有功章社員を募集中～

日本赤十字社青森支部では支部創立120
周年を記念して、平成20年９月11日、
「青森市文化会館」にて名誉副総裁宮
妃殿下のご臨席を仰ぎ「青森県赤十字
大会」を開催します。
現在、本大会で表彰される有功章社
員（金色有功章50万円以上、銀色有功
章20円以上）の募集を行っています。
この機会に、是非、申し込みされて
はいかがでしょうか。申し込みの締め
切りは、６月末日までとなっておりま
すので、お早めにお願いいます。

◆大会並びに表彰に関するお問い合わ　
せは　町民生活課　健康長寿班まで

（内線136）


